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石油コンビナート等特別防災区域の変更に係る防災体制について（通知） 

 

 

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令（令

和３年政令第 314 号）及び石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定

の一部を改正する件（令和３年総務省・経済産業省告示第７号）が本日公布さ

れ、石油コンビナート等特別防災区域の変更が行われました。 

貴職におかれましては、石油コンビナート等特別防災区域変更の周知徹底、

石油コンビナート等防災計画の見直し及びそれに基づく防災対策の実施等、改

正後の当該区域に係る防災体制の確立について引き続き格段の御配慮をされる

とともに、関係市区町村に対してもこの旨を周知されますようお願いいたしま

す。 



石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

第
一

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
本
則
関
係
）

第
二

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
の
う
ち
、
川
内
地
区
に
つ
い
て
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
と
と
も
に
、
大
阪
北
港

地
区
等
に
つ
い
て
区
域
の
縮
小
を
行
う
こ
と
。
（
別
表
関
係
）

第
三

こ
の
政
令
を
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）

第
四

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
項
関
係
）

第
五

広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
（
附
則
第
三
項
関
係
）



政
令
第
三
百
十
四
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
二
号
及
び
第
四
十
七
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
項
中
「
令
和
二
年
四
月
一
日
」
を
「
令
和
三
年
四
月
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
十
七
号
中
「
西
九
条
七
丁
目
、
」
を
削
り
、
「
か
ら
島
屋
三
丁
目
ま
で
」
を
「
、
島
屋
二
丁
目
」
に
改
め
、
同
表

第
四
十
一
号
ロ
中
「
、
金
沢
町
、
尾
上
町
池
田
字
美
サ
シ
、
字
池
田
開
拓
及
び
字
栄
へ
並
び
に
尾
上
町
養
田
字
養
田
開
拓
」
を

「
並
び
に
金
沢
町
」
に
改
め
、
同
表
中
第
五
十
二
号
ハ
⑶
及
び
第
七
十
一
号
を
削
り
、
第
七
十
一
号
の
二
を
第
七
十
一
号
と
し

、
第
七
十
一
号
の
三
を
第
七
十
一
号
の
二
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

３

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
十
一
地
区
の
項
中
「
別
表
第
七
十
一
号
、
第
七
十
二
号
」
を
「
別
表
第
七
十
二
号
」
に
改
め
る
。



理

由

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
の
う
ち
、
川
内
地
区
に
つ
い
て
そ
の
指
定
を
解
除
す
る
と
と
も
に
、
大
阪
北
港
地
区

等
に
つ
い
て
区
域
の
縮
小
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）

１

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

４
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日

３

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日

に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河
川
又

に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河
川
又

は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

別
表

別
表

一
～
三
十
六

（
略
）

一
～
三
十
六

（
略
）

三
十
七

大
阪
北
港
地
区

三
十
七

大
阪
北
港
地
区

大
阪
府
大
阪
市
此
花
区
春
日
出
南
三
丁
目
、
島
屋
四
丁
目
、
北
港
一
丁

大
阪
府
大
阪
市
此
花
区
春
日
出
南
三
丁
目
、
島
屋
四
丁
目
、
北
港
一
丁

目
、
北
港
二
丁
目
、
梅
町
一
丁
目
及
び
梅
町
二
丁
目
の
区
域

同
区

目
、
北
港
二
丁
目
、
梅
町
一
丁
目
及
び
梅
町
二
丁
目
の
区
域

同
区
西
九

酉
島
五
丁
目
、
春
日
出
中
三
丁
目
、
島
屋
一
丁
目
、
島
屋
二

条
七
丁
目
、
酉
島
五
丁
目
、
春
日
出
中
三
丁
目
、
島
屋
一
丁
目
か
ら
島
屋

丁
目

、
島
屋
五
丁
目
、
島
屋
六
丁
目
、
桜
島
二
丁
目
及
び
桜
島
三

三
丁
目
ま
で
、
島
屋
五
丁
目
、
島
屋
六
丁
目
、
桜
島
二
丁
目
及
び
桜
島
三

丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

三
十
八
～
四
十

（
略
）

三
十
八
～
四
十

（
略
）

四
十
一

東
播
磨
地
区

四
十
一

東
播
磨
地
区

イ

（
略
）

イ

兵
庫
県
加
古
郡
播
磨
町
宮
西
二
丁
目
、
宮
西
字
古
河
、
字
川
田
及
び

字
ヤ
シ
キ
並
び
に
本
荘
字
宮
ノ
東
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る

区
域

ロ

兵
庫
県
加
古
川
市
別
府
町
西
脇
字
新
田
の
区
域

同
市
別
府
町
西
脇

ロ

兵
庫
県
加
古
川
市
別
府
町
西
脇
字
新
田
の
区
域

同
市
別
府
町
西
脇

字
川
中
、
字
泓
及
び
字
皆
作
、
別
府
町
西
脇
三
丁
目
並
び
に
金
沢
町

字
川
中
、
字
泓
及
び
字
皆
作
、
別
府
町
西
脇
三
丁
目
、
金
沢
町
、
尾
上

町
池
田
字
美
サ
シ
、
字
池
田
開
拓
及
び
字
栄
へ
並
び
に
尾
上
町
養
田
字

の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

養
田
開
拓
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

ハ

（
略
）

ハ

兵
庫
県
高
砂
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域

⑴

高
砂
町
宮
前
町
及
び
相
生
町
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る

区
域

⑵

荒
井
町
新
浜
二
丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域
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⑶

梅
井
五
丁
目
及
び
梅
井
六
丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め

る
区
域

⑷

⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

四
十
二
～
五
十
一

（
略
）

四
十
二
～
五
十
一

（
略
）

五
十
二

岩
国
・
大
竹
地
区

五
十
二

岩
国
・
大
竹
地
区

イ
・
ロ

（
略
）

イ

広
島
県
大
竹
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域

⑴

明
治
新
開
及
び
東
栄
三
丁
目
の
区
域

⑵

御
幸
町
、
東
栄
一
丁
目
及
び
東
栄
二
丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大

臣
の
定
め
る
区
域

ロ

山
口
県
玖
珂
郡
和
木
町
和
木
五
丁
目
及
び
和
木
六
丁
目
の
区
域
の
う

ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

ハ

山
口
県
岩
国
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域

ハ

山
口
県
岩
国
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴

装
束
町
一
丁
目
、
装
束
町
六
丁
目
及
び
新
港
町
四
丁
目
の
区
域
の

う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

⑵

飯
田
町
一
丁
目
か
ら
飯
田
町
三
丁
目
ま
で
及
び
日
の
出
町
の
区
域

の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

（
削
る
）

⑶

灘
町
及
び
藤
生
町
一
丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区

域

五
十
三
～
七
十

（
略
）

五
十
三
～
七
十

（
略
）

（
削
る
）

七
十
一

川
内
地
区

鹿
児
島
県

摩
川
内
市
港
町
字
唐
山
及
び
字
京
泊
の
区
域
の
う
ち
主
務

大
臣
の
定
め
る
区
域

七
十
一

（
略
）

七
十
一
の
二

串
木
野
地
区

鹿
児
島
県
い
ち
き
串
木
野
市
大
字
荒
川
字
岩
坂
、
字
落
シ
、
字
梅
越
及

び
字
攻
口
の
区
域

同
市
大
字
荒
川
字
小
山
、
字
小
山
ノ
前
、
字
愛
宕
平

、
字
平
木
場
、
字
柳
ケ
本
及
び
字
焼
蒔
ケ
迫
、
深
田
下
、
野
元
並
び
に
西

薩
町
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

七
十
一
の
二

（
略
）

七
十
一
の
三

鹿
児
島
地
区

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
谷
山
港
一
丁
目
及
び
谷
山
港
三
丁
目
の
区
域
の
う

ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域
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七
十
二
～
七
十
五

（
略
）

七
十
二
～
七
十
五

（
略
）
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
）

区
分

区

域

区
分

区

域

第
一
地
区

（
略
）

第
一
地
区

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令

（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
区
域
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
二
号
、
第
三
号

及
び
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
二
地
区

（
略
）

第
二
地
区

区
域
令
別
表
第
四
号
の
三
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
三
地
区

（
略
）

第
三
地
区

区
域
令
別
表
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
地

区
の
区
域

第
四
地
区

（
略
）

第
四
地
区

区
域
令
別
表
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
地
区
の

区
域

第
五
地
区

（
略
）

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
十
九
号
、
第
二
十
号
及
び
第
三
十
一
号
に

掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
六
地
区

（
略
）

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六
号

及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
七
地
区

（
略
）

第
七
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
二
号
、
第
三
十
五
号
及
び
第
三
十
六

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域
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第
八
地
区

（
略
）

第
八
地
区

区
域
令
別
表
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
五
号
か
ら
第
四
十

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
九
地
区

（
略
）

第
九
地
区

区
域
令
別
表
第
四
十
三
号
、
第
四
十
八
号
、
第
五
十
八
号

、
第
五
十
九
号
及
び
第
六
十
一
号
か
ら
第
六
十
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
地
区

（
略
）

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
及
び
第
七

十
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
一
地

区
域
令
別
表

第
七
十
二
号
及
び
第
七
十
二

第
十
一
地

区
域
令
別
表
第
七
十
一
号
、
第
七
十
二
号
及
び
第
七
十
二

区

号
の
二
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

区

号
の
二
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
二
地

（
略
）

第
十
二
地

区
域
令
別
表
第
七
十
三
号
及
び
第
七
十
五
号
に
掲
げ
る
地

区

区

区
の
区
域
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総

務

省

○

告
示
第
七
号

経
済
産
業
省

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）
別
表
の
規
定
に

通
商
産
業
省

基
づ
き
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
係
る
区
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
一
年

告
示
第
一
号
）

自

治

省

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

十
四

鹿
島
臨
海
地
区

十
四

鹿
島
臨
海
地
区

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

茨
城
県
神
栖
市
北
浜
一
番
地
か
ら
四
番
地
ま
で
、
三
番
地
及
び
四
番
地
に
隣
接
す
る
国
有
無
番
地
、
六
番

ロ

茨
城
県
神
栖
市
北
浜
一
番
地
か
ら
四
番
地
ま
で
、
三
番
地
及
び
四
番
地
に
隣
接
す
る
国
有
無
番
地
、
六
番

地
か
ら
十
三
番
地
ま
で
、
十
四
番
地
一
、
十
四
番
地
三
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
、
十
六
番
地
三
、
十
九

地
か
ら
十
三
番
地
ま
で
、
十
四
番
地
一
、
十
四
番
地
三
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
、
十
六
番
地
三
、
十
九

番
地
一
（
工
業
専
用
地
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
九
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

番
地
一
（
工
業
専
用
地
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
九
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
、
十
九
番
地
二
、
二
十
番
地
か
ら
二
十
四
番
地
ま
で
、
二
十
七

地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
）
、
十
九
番
地
二
、
二
十
番
地
か
ら
二
十
四
番
地
ま
で
、
二
十
七

番
地
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地
三
十
七
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
一
ま
で
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地

番
地
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地
三
十
七
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
一
ま
で
、
三
千
六
百
七
十
一
番
地

四
十
四
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
七
ま
で
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
五
十
四
、
六
千
二
百
二
十
三
番

四
十
四
か
ら
三
千
六
百
七
十
一
番
地
四
十
七
ま
で
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
五
十
四
、
六
千
二
百
二
十
三
番

地
五
十
五
（
工
業
専
用
地
域
に
限
る
。
）
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
か
ら
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十

地
五
十
五
（
工
業
専
用
地
域
に
限
る
。
）
、
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
か
ら
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十

二
ま
で
並
び
に
六
千
三
百
十
八
番
地
、
奥
野
谷
字
浜
野
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
五
、
六
千
二
百
二
十
五

二
ま
で
並
び
に
六
千
三
百
十
八
番
地
、
奥
野
谷
字
浜
野
六
千
二
百
二
十
三
番
地
六
十
五
、
六
千
二
百
二
十
五

番
地
四
十
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
二
十
一
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
三
十
二
及
び
六
千
二
百
二

番
地
四
十
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
二
十
一
、
六
千
二
百
二
十
五
番
地
八
百
三
十
二
及
び
六
千
二
百
二

十
五
番
地
八
百
三
十
三
並
び
に
字
東
和
田
五
千
五
百
八
十
八
番
地
二
、
東
和
田
（
三
十
九
番
地
一
及
び
三
十

十
五
番
地
八
百
三
十
三
並
び
に
字
東
和
田
五
千
五
百
八
十
八
番
地
二
、
東
和
田
（
三
十
九
番
地
一
及
び
三
十

九
番
地
二
を
除
く
。
）
並
び
に
東
深
芝
一
番
地
一
か
ら
一
番
地
七
ま
で
、
二
番
地
二
か
ら
二
番
地
二
十
五
ま

九
番
地
二
を
除
く
。
）
並
び
に
東
深
芝
一
番
地
一
か
ら
一
番
地
七
ま
で
、
二
番
地
二
か
ら
二
番
地
二
十
五
ま

で
、
三
番
地
一
か
ら
三
番
地
十
一
ま
で
、
三
番
地
十
四
か
ら
三
番
地
十
六
ま
で
、
四
番
地
一
か
ら
四
番
地
十

で
、
三
番
地
一
か
ら
三
番
地
十
一
ま
で
、
三
番
地
十
四
か
ら
三
番
地
十
六
ま
で
、
四
番
地
一
か
ら
四
番
地
十

ま
で
、
五
番
地
か
ら
七
番
地
ま
で
、
八
番
地
一
か
ら
八
番
地
五
ま
で
、
九
番
地
一
、
九
番
地
二
、
十
番
地
、

ま
で
、
五
番
地
か
ら
七
番
地
ま
で
、
八
番
地
一
か
ら
八
番
地
五
ま
で
、
九
番
地
一
、
九
番
地
二
、
十
番
地
、

十
一
番
地
一
か
ら
十
一
番
地
三
ま
で
、
十
二
番
地
、
十
三
番
地
一
か
ら
十
三
番
地
九
ま
で
、
十
四
番
地
一
か

十
一
番
地
一
か
ら
十
一
番
地
三
ま
で
、
十
二
番
地
、
十
三
番
地
一
か
ら
十
三
番
地
九
ま
で
、
十
四
番
地
一
か

ら
十
四
番
地
八
ま
で
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
か
ら
十
六
番
地
六
ま
で
、
十
六
番
地
八
か
ら
十
六
番
地
三

ら
十
四
番
地
八
ま
で
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
一
か
ら
十
六
番
地
六
ま
で
、
十
六
番
地
八
か
ら
十
六
番
地
三

十
二
ま
で
、
十
七
番
地
一
か
ら
十
七
番
地
十
八
ま
で
、
十
八
番
地
一
、
十
八
番
地
二
、
十
九
番
地
一
か
ら
十

十
ま
で
、
十
七
番
地
一
か
ら
十
七
番
地
十
八
ま
で
、
十
八
番
地
一
、
十
八
番
地
二
、
十
九
番
地
一
か
ら
十
九

九
番
地
三
ま
で
、
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
二
か
ら
二
十
一
番
地
四
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
、
二
十
二
番
地

番
地
三
ま
で
、
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
二
か
ら
二
十
一
番
地
四
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
、
二
十
二
番
地
三

三
、
二
十
二
番
地
十
七
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
一
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
十
三
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
五
ま

、
二
十
二
番
地
十
七
か
ら
二
十
二
番
地
二
十
一
ま
で
、
二
十
二
番
地
二
十
三
、
二
十
二
番
地
二
十
四
、
三
十

で
、
三
十
四
番
地
九
、
三
十
四
番
地
十
、
三
十
四
番
地
十
三
か
ら
三
十
四
番
地
二
十
一
ま
で
及
び
三
十
四
番

四
番
地
九
、
三
十
四
番
地
十
、
三
十
四
番
地
十
三
か
ら
三
十
四
番
地
二
十
一
ま
で
及
び
三
十
四
番
地
五
十
三

地
五
十
三
並
び
に
字
高
山
二
千
九
百
八
十
八
番
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

並
び
に
字
高
山
二
千
九
百
八
十
八
番
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

［
十
五
～
二
十
二

略
］

［
十
五
～
二
十
二

同
上
］

二
十
三

直
江
津
地
区

二
十
三

直
江
津
地
区

新
潟
県
上
越
市
の
次
の
区
域

新
潟
県
上
越
市
の
次
の
区
域

⑴

大
字
黒
井
二
千
八
百
八
十
五
番
地
の
一
及
び
二
千
八
百
八
十
八
番
地
の
一
、
大
字
黒
井
字
青
山
二
千
二

⑴

大
字
黒
井
二
千
八
百
八
十
五
番
地
の
一
及
び
二
千
八
百
八
十
八
番
地
の
一
、
大
字
黒
井
字
青
山
二
千
二

百
九
十
五
番
地
の
一
か
ら
二
千
三
百
三
十
番
地
の
六
ま
で
、
二
千
三
百
三
十
番
地
の
十
、
二
千
三
百
三
十

百
九
十
五
番
地
の
一
か
ら
二
千
三
百
三
十
番
地
の
六
ま
で
及
び
二
千
九
百
十
番
地
か
ら
二
千
九
百
十
四
番

番
地
の
十
一
及
び
二
千
九
百
十
番
地
か
ら
二
千
九
百
十
四
番
地
ま
で
、
字
上
町
千
九
百
二
十
六
番
地
か
ら

地
ま
で
、
字
上
町
千
九
百
二
十
六
番
地
か
ら
千
九
百
四
十
九
番
地
ま
で
及
び
千
九
百
五
十
一
番
地
の
一
か

千
九
百
四
十
九
番
地
ま
で
及
び
千
九
百
五
十
一
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
五
十
一
番
地
の
三
ま
で
、
字
洞
仙

ら
千
九
百
五
十
一
番
地
の
三
ま
で
、
字
洞
仙
野
三
百
四
十
一
番
地
、
三
百
四
十
二
番
地
、
三
百
四
十
五
番

野
三
百
四
十
一
番
地
、
三
百
四
十
二
番
地
、
三
百
四
十
五
番
地
か
ら
三
百
四
十
七
番
地
ま
で
、
三
百
五
十

地
か
ら
三
百
四
十
七
番
地
ま
で
、
三
百
五
十
番
地
か
ら
三
百
五
十
四
番
地
の
四
ま
で
及
び
三
百
五
十
七
番

番
地
か
ら
三
百
五
十
四
番
地
の
四
ま
で
及
び
三
百
五
十
七
番
地
の
二
か
ら
三
百
六
十
三
番
地
の
十
一
ま
で

地
の
二
か
ら
三
百
六
十
三
番
地
の
十
一
ま
で
、
字
千
城
二
百
四
十
番
地
、
二
百
四
十
番
地
の
二
、
二
百
四

、
字
千
城
二
百
四
十
番
地
、
二
百
四
十
番
地
の
二
、
二
百
四
十
番
地
の
三
、
二
百
四
十
四
番
地
の
二
か
ら

十
番
地
の
三
、
二
百
四
十
四
番
地
の
二
か
ら
二
百
四
十
五
番
地
の
三
ま
で
、
二
百
四
十
九
番
地
の
二
か
ら

二
百
四
十
五
番
地
の
三
ま
で
、
二
百
四
十
九
番
地
の
二
か
ら
二
百
五
十
番
地
の
五
ま
で
、
二
百
五
十
一
番

二
百
五
十
番
地
の
五
ま
で
、
二
百
五
十
一
番
地
の
一
、
二
百
五
十
三
番
地
の
二
か
ら
二
百
八
十
番
地
の
十

地
の
一
、
二
百
五
十
三
番
地
の
二
か
ら
二
百
八
十
番
地
の
十
ま
で
、
二
百
八
十
二
番
地
の
二
か
ら
二
百
九

ま
で
、
二
百
八
十
二
番
地
の
二
か
ら
二
百
九
十
二
番
地
の
六
ま
で
、
二
百
九
十
六
番
地
、
二
百
九
十
七
番
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十
二
番
地
の
六
ま
で
、
二
百
九
十
六
番
地
、
二
百
九
十
七
番
地
の
一
か
ら
二
百
九
十
九
番
地
の
六
ま
で
、

地
の
一
か
ら
二
百
九
十
九
番
地
の
六
ま
で
、
三
百
番
地
の
二
か
ら
三
百
五
番
地
の
三
ま
で
、
三
百
八
番
地

三
百
番
地
の
二
か
ら
三
百
五
番
地
の
三
ま
で
、
三
百
八
番
地
の
二
か
ら
三
百
九
番
地
の
三
ま
で
、
三
百
十

の
二
か
ら
三
百
九
番
地
の
三
ま
で
、
三
百
十
二
番
地
の
二
か
ら
三
百
十
四
番
地
の
二
ま
で
、
三
百
十
七
番

二
番
地
の
二
か
ら
三
百
十
四
番
地
の
二
ま
で
、
三
百
十
七
番
地
の
二
か
ら
三
百
十
八
番
地
の
三
ま
で
、
三

地
の
二
か
ら
三
百
十
八
番
地
の
三
ま
で
、
三
百
二
十
一
番
地
、
三
百
二
十
一
番
地
の
二
、
三
百
二
十
一
番

百
二
十
一
番
地
、
三
百
二
十
一
番
地
の
二
、
三
百
二
十
一
番
地
の
三
、
三
百
二
十
二
番
地
か
ら
三
百
二
十

地
の
三
、
三
百
二
十
二
番
地
か
ら
三
百
二
十
六
番
地
ま
で
、
三
百
二
十
七
番
地
の
一
か
ら
三
百
二
十
八
番

六
番
地
ま
で
、
三
百
二
十
七
番
地
の
一
か
ら
三
百
二
十
八
番
地
の
五
ま
で
、
三
百
三
十
四
番
地
、
二
千
五

地
の
五
ま
で
、
三
百
三
十
四
番
地
、
二
千
五
百
六
十
九
番
地
の
一
、
二
千
五
百
六
十
九
番
地
の
四
、
二
千

百
六
十
九
番
地
の
一
、
二
千
五
百
六
十
九
番
地
の
四
、
二
千
五
百
六
十
九
番
地
の
十
五
及
び
二
千
五
百
六

五
百
六
十
九
番
地
の
十
五
及
び
二
千
五
百
六
十
九
番
地
の
十
六
、
字
釜
前
二
千
百
八
番
地
か
ら
二
千
百
六

十
九
番
地
の
十
六
、
字
釜
前
二
千
百
八
番
地
か
ら
二
千
百
六
十
六
番
地
の
四
ま
で
、
二
千
百
六
十
八
番
地

十
六
番
地
の
四
ま
で
、
二
千
百
六
十
八
番
地
の
一
、
二
千
百
六
十
八
番
地
の
二
、
二
千
百
七
十
一
番
地
の

の
一
、
二
千
百
六
十
八
番
地
の
二
、
二
千
百
七
十
一
番
地
の
一
か
ら
二
千
二
百
六
番
地
の
二
ま
で
、
二
千

一
か
ら
二
千
二
百
六
番
地
の
二
ま
で
、
二
千
二
百
八
番
地
、
二
千
二
百
十
三
番
地
の
二
か
ら
四
ま
で
及
び

二
百
八
番
地
、
二
千
二
百
十
三
番
地
の
二
か
ら
四
ま
で
及
び
二
千
二
百
十
四
番
地
か
ら
二
千
二
百
十
六
番

二
千
二
百
十
四
番
地
か
ら
二
千
二
百
十
六
番
地
ま
で
、
字
添
二
千
二
百
三
十
八
番
地
か
ら
二
千
四
百
三
番

地
ま
で
、
字
添
二
千
二
百
三
十
八
番
地
か
ら
二
千
四
百
三
番
地
の
甲
ま
で
及
び
二
千
八
百
八
十
五
番
地
か

地
の
甲
ま
で
及
び
二
千
八
百
八
十
五
番
地
か
ら
二
千
九
百
九
番
地
ま
で
並
び
に
字
馬
の
口
百
八
十
五
番
地

ら
二
千
九
百
九
番
地
ま
で
並
び
に
字
馬
の
口
百
八
十
五
番
地
の
二
、
百
九
十
七
番
地
の
二
か
ら
二
百
一
番

の
二
、
百
九
十
七
番
地
の
二
か
ら
二
百
一
番
地
の
三
ま
で
、
二
百
八
番
地
の
三
か
ら
二
百
十
五
番
地
の
二

地
の
三
ま
で
、
二
百
八
番
地
の
三
か
ら
二
百
十
五
番
地
の
二
ま
で
、
二
百
十
八
番
地
の
一
か
ら
二
百
二
十

ま
で
、
二
百
十
八
番
地
の
一
か
ら
二
百
二
十
番
地
の
十
一
ま
で
、
二
百
二
十
六
番
地
の
二
か
ら
二
百
二
十

番
地
の
十
一
ま
で
、
二
百
二
十
六
番
地
の
二
か
ら
二
百
二
十
七
番
地
の
四
ま
で
及
び
二
百
二
十
九
番
地
の

七
番
地
の
四
ま
で
及
び
二
百
二
十
九
番
地
の
一
か
ら
二
百
三
十
九
番
地
の
四
ま
で
、
港
町
一
丁
目
八
番
地

一
か
ら
二
百
三
十
九
番
地
の
四
ま
で
、
港
町
一
丁
目
八
番
地
の
四
か
ら
九
番
地
の
二
ま
で
、
七
十
一
番
地

の
四
か
ら
九
番
地
の
二
ま
で
、
七
十
一
番
地
の
八
及
び
八
十
七
番
地
の
三
か
ら
九
十
二
番
地
の
八
ま
で
、

の
八
及
び
八
十
七
番
地
の
三
か
ら
九
十
二
番
地
の
八
ま
で
、
港
町
二
丁
目
十
番
地
、
十
九
番
地
の
二
か
ら

港
町
二
丁
目
十
番
地
、
十
九
番
地
の
二
か
ら
十
九
番
地
の
五
ま
で
、
二
十
六
番
地
の
二
か
ら
三
十
二
番
地

十
九
番
地
の
五
ま
で
、
二
十
六
番
地
の
二
か
ら
三
十
二
番
地
の
二
ま
で
、
三
十
九
番
地
の
一
か
ら
五
十
番

の
二
ま
で
、
三
十
九
番
地
の
一
か
ら
五
十
番
地
の
六
ま
で
、
五
十
二
番
地
の
一
か
ら
五
十
三
番
地
の
一
ま

地
の
六
ま
で
、
五
十
二
番
地
の
一
か
ら
五
十
三
番
地
の
一
ま
で
、
五
十
九
番
地
の
六
か
ら
六
十
一
番
地
の

で
、
五
十
九
番
地
の
六
か
ら
六
十
一
番
地
の
一
ま
で
、
六
十
三
番
地
の
二
、
六
十
四
番
地
の
二
、
六
十
七

一
ま
で
、
六
十
三
番
地
の
二
、
六
十
四
番
地
の
二
、
六
十
七
番
地
の
二
か
ら
六
十
八
番
地
の
二
ま
で
、
七

番
地
の
二
か
ら
六
十
八
番
地
の
二
ま
で
、
七
十
番
地
の
二
か
ら
七
十
番
地
の
四
ま
で
、
七
十
二
番
地
の
一

十
番
地
の
二
か
ら
七
十
番
地
の
四
ま
で
、
七
十
二
番
地
の
一
か
ら
七
十
四
番
地
の
三
ま
で
、
九
十
一
番
地

か
ら
七
十
四
番
地
の
三
ま
で
、
九
十
一
番
地
の
一
か
ら
九
十
二
番
地
の
一
ま
で
、
百
二
十
五
番
地
、
百
二

の
一
か
ら
九
十
二
番
地
の
一
ま
で
、
百
二
十
五
番
地
、
百
二
十
八
番
地
、
百
二
十
九
番
地
の
一
か
ら
百
三

十
八
番
地
、
百
二
十
九
番
地
の
一
か
ら
百
三
十
八
番
地
の
四
ま
で
、
百
四
十
一
番
地
の
一
か
ら
百
四
十
二

十
八
番
地
の
四
ま
で
、
百
四
十
一
番
地
の
一
か
ら
百
四
十
二
番
地
ま
で
、
百
四
十
四
番
地
の
一
か
ら
百
五

番
地
ま
で
、
百
四
十
四
番
地
の
一
か
ら
百
五
十
三
番
地
ま
で
、
百
五
十
四
番
地
の
一
、
百
五
十
五
番
地
の

十
三
番
地
ま
で
、
百
五
十
四
番
地
の
一
、
百
五
十
五
番
地
の
二
、
百
八
十
二
番
地
の
四
か
ら
百
八
十
七
番

二
、
百
八
十
二
番
地
の
四
か
ら
百
八
十
七
番
地
の
十
ま
で
、
百
九
十
番
地
の
三
、
百
九
十
三
番
地
の
三
か

地
の
十
ま
で
、
百
九
十
番
地
の
三
、
百
九
十
三
番
地
の
三
か
ら
百
九
十
七
番
地
の
二
ま
で
、
二
百
番
地
か

ら
百
九
十
七
番
地
の
二
ま
で
、
二
百
番
地
か
ら
二
百
三
十
四
番
地
の
一
ま
で
、
二
百
三
十
八
番
地
の
一
か

ら
二
百
三
十
四
番
地
の
一
ま
で
、
二
百
三
十
八
番
地
の
一
か
ら
二
百
四
十
三
番
地
の
三
ま
で
、
二
百
四
十

ら
二
百
四
十
三
番
地
の
三
ま
で
、
二
百
四
十
五
番
地
の
三
、
二
百
四
十
七
番
地
の
二
か
ら
二
百
四
十
九
番

五
番
地
の
三
、
二
百
四
十
七
番
地
の
二
か
ら
二
百
四
十
九
番
地
ま
で
、
二
百
五
十
三
番
地
の
一
、
二
百
五

地
ま
で
、
二
百
五
十
三
番
地
の
一
、
二
百
五
十
五
番
地
の
一
、
二
百
六
十
二
番
地
の
三
か
ら
二
百
六
十
五

十
五
番
地
の
一
、
二
百
六
十
二
番
地
の
三
か
ら
二
百
六
十
五
番
地
の
十
一
ま
で
、
二
百
六
十
七
番
地
の
一

番
地
の
十
一
ま
で
、
二
百
六
十
七
番
地
の
一
、
二
百
七
十
番
地
の
一
、
二
百
七
十
一
番
地
の
一
、
二
百
七

、
二
百
七
十
番
地
の
一
、
二
百
七
十
一
番
地
の
一
、
二
百
七
十
五
番
地
の
二
か
ら
二
百
七
十
八
番
地
ま
で

十
五
番
地
の
二
か
ら
二
百
七
十
八
番
地
ま
で
、
二
百
八
十
三
番
地
の
二
か
ら
二
百
八
十
六
番
地
の
三
ま
で

、
二
百
八
十
三
番
地
の
二
か
ら
二
百
八
十
六
番
地
の
三
ま
で
、
二
百
八
十
八
番
地
の
二
、
二
百
九
十
二
番

、
二
百
八
十
八
番
地
の
二
、
二
百
九
十
二
番
地
の
一
か
ら
二
百
九
十
六
番
地
の
四
ま
で
、
三
百
十
七
番
地

地
の
一
か
ら
二
百
九
十
六
番
地
の
四
ま
で
、
三
百
十
七
番
地
の
七
、
三
百
四
十
三
番
地
の
一
か
ら
三
百
四

の
七
、
三
百
四
十
三
番
地
の
一
か
ら
三
百
四
十
三
番
地
の
九
ま
で
、
三
百
四
十
三
番
地
の
十
一
か
ら
三
百

十
三
番
地
の
九
ま
で
、
三
百
四
十
三
番
地
の
十
一
か
ら
三
百
四
十
三
番
地
の
十
三
ま
で
、
三
百
四
十
六
番

四
十
三
番
地
の
十
三
ま
で
、
三
百
四
十
六
番
地
、
三
百
四
十
九
番
地
、
三
百
五
十
番
地
、
三
百
八
十
六
番

地
、
三
百
四
十
九
番
地
、
三
百
五
十
番
地
、
三
百
八
十
六
番
地
か
ら
三
百
八
十
九
番
地
ま
で
、
三
百
九
十

地
か
ら
三
百
八
十
九
番
地
ま
で
、
三
百
九
十
番
地
の
一
か
ら
四
百
九
番
地
ま
で
、
四
百
十
五
番
地
、
四
百

番
地
の
一
か
ら
四
百
九
番
地
ま
で
、
四
百
十
五
番
地
、
四
百
七
十
六
番
地
の
一
、
四
百
九
十
三
番
地
、
四

七
十
六
番
地
の
一
、
四
百
九
十
三
番
地
、
四
百
九
十
五
番
地
の
二
、
五
百
二
十
番
地
、
五
百
二
十
二
番
地

百
九
十
五
番
地
の
二
、
五
百
二
十
番
地
、
五
百
二
十
二
番
地
の
二
、
五
百
二
十
三
番
地
の
一
、
五
百
二
十

の
二
、
五
百
二
十
三
番
地
の
一
、
五
百
二
十
六
番
地
の
一
か
ら
五
百
二
十
六
番
地
の
三
ま
で
、
五
百
三
十

六
番
地
の
一
か
ら
五
百
二
十
六
番
地
の
三
ま
で
、
五
百
三
十
六
番
地
の
一
、
五
百
三
十
六
番
地
の
三
か
ら

六
番
地
の
一
、
五
百
三
十
六
番
地
の
三
か
ら
五
百
三
十
六
番
地
の
五
ま
で
、
五
百
四
十
五
番
地
の
一
、
五

五
百
三
十
六
番
地
の
五
ま
で
、
五
百
四
十
五
番
地
の
一
、
五
百
四
十
九
番
地
の
二
、
五
百
五
十
一
番
地
の

百
四
十
九
番
地
の
二
、
五
百
五
十
一
番
地
の
二
、
五
百
五
十
三
番
地
の
二
か
ら
五
百
五
十
五
番
地
の
二
ま

二
、
五
百
五
十
三
番
地
の
二
か
ら
五
百
五
十
五
番
地
の
二
ま
で
、
五
百
五
十
九
番
地
の
二
か
ら
五
百
六
十

で
、
五
百
五
十
九
番
地
の
二
か
ら
五
百
六
十
六
番
地
ま
で
、
五
百
八
十
八
番
地
、
五
百
八
十
九
番
地
の
五

六
番
地
ま
で
、
五
百
八
十
八
番
地
、
五
百
八
十
九
番
地
の
五
、
五
百
九
十
三
番
地
の
一
、
五
百
九
十
五
番

、
五
百
九
十
三
番
地
の
一
、
五
百
九
十
五
番
地
の
七
、
五
百
九
十
九
番
地
の
九
か
ら
六
百
番
地
の
二
ま
で

地
の
七
、
五
百
九
十
九
番
地
の
九
か
ら
六
百
番
地
の
二
ま
で
、
六
百
六
番
地
の
十
及
び
六
百
十
一
番
地
の

、
六
百
六
番
地
の
十
及
び
六
百
十
一
番
地
の
一
か
ら
六
百
十
二
番
地
の
八
ま
で
、
三
ツ
屋
町
十
七
番
地
の
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一
か
ら
六
百
十
二
番
地
の
八
ま
で
、
三
ツ
屋
町
十
七
番
地
の
一
か
ら
十
七
番
地
の
四
ま
で
、
十
七
番
地
の

一
か
ら
十
七
番
地
の
四
ま
で
、
十
七
番
地
の
六
か
ら
十
七
番
地
の
十
ま
で
、
十
七
番
地
の
十
二
か
ら
十
七

六
か
ら
十
七
番
地
の
十
ま
で
、
十
七
番
地
の
十
二
か
ら
十
七
番
地
の
二
十
ま
で
、
十
七
番
地
の
二
十
六
か

番
地
の
二
十
ま
で
、
十
七
番
地
の
二
十
六
か
ら
十
七
番
地
の
二
十
八
ま
で
、
十
七
番
地
の
三
十
か
ら
十
七

ら
十
七
番
地
の
二
十
八
ま
で
、
十
七
番
地
の
三
十
か
ら
十
七
番
地
の
三
十
五
ま
で
、
十
七
番
地
の
三
十
八

番
地
の
三
十
五
ま
で
、
十
七
番
地
の
三
十
八
か
ら
十
七
番
地
の
四
十
六
ま
で
、
十
七
番
地
の
四
十
八
か
ら

か
ら
十
七
番
地
の
四
十
六
ま
で
、
十
七
番
地
の
四
十
八
か
ら
十
七
番
地
の
五
十
五
ま
で
、
十
八
番
地
か
ら

十
七
番
地
の
五
十
五
ま
で
、
十
八
番
地
か
ら
二
十
三
番
地
ま
で
、
百
六
番
地
の
一
、
百
六
番
地
の
六
、
百

二
十
三
番
地
ま
で
、
百
六
番
地
の
一
、
百
六
番
地
の
六
、
百
十
九
番
地
の
一
か
ら
百
十
九
番
地
の
六
ま
で

十
九
番
地
の
一
か
ら
百
十
九
番
地
の
六
ま
で
及
び
百
四
十
八
番
地
の
一
か
ら
百
五
十
三
番
地
の
四
ま
で
並

及
び
百
四
十
八
番
地
の
一
か
ら
百
五
十
三
番
地
の
四
ま
で
並
び
に
佐
内
町
二
十
六
番
地
の
一
か
ら
三
十
四

び
に
佐
内
町
二
十
六
番
地
の
一
か
ら
三
十
四
番
地
ま
で
、
三
十
五
番
地
の
一
か
ら
四
十
三
番
地
ま
で
、
四

番
地
ま
で
、
三
十
五
番
地
の
一
か
ら
四
十
三
番
地
ま
で
、
四
十
五
番
地
か
ら
四
十
九
番
地
ま
で
、
五
十
二

十
五
番
地
か
ら
四
十
九
番
地
ま
で
、
五
十
二
番
地
か
ら
五
十
五
番
地
ま
で
、
百
五
十
三
番
地
の
一
か
ら
百

番
地
か
ら
五
十
五
番
地
ま
で
、
百
五
十
三
番
地
の
一
か
ら
百
五
十
三
番
地
の
七
ま
で
、
百
五
十
六
番
地
の

五
十
三
番
地
の
七
ま
で
、
百
五
十
六
番
地
の
四
、
百
七
十
二
番
地
の
一
、
百
七
十
二
番
地
の
二
、
百
七
十

四
、
百
七
十
二
番
地
の
一
、
百
七
十
二
番
地
の
二
、
百
七
十
二
番
地
の
五
か
ら
百
七
十
二
番
地
の
七
ま
で

二
番
地
の
五
か
ら
百
七
十
二
番
地
の
七
ま
で
、
百
七
十
四
番
地
の
一
、
百
七
十
四
番
地
の
二
、
二
千
三
百

、
百
七
十
四
番
地
の
一
、
百
七
十
四
番
地
の
二
、
二
千
三
百
九
十
七
番
地
の
五
、
二
千
三
百
九
十
七
番
地

九
十
七
番
地
の
五
、
二
千
三
百
九
十
七
番
地
の
七
、
二
千
三
百
九
十
七
番
地
の
八
、
二
千
三
百
九
十
九
番

の
七
、
二
千
三
百
九
十
七
番
地
の
八
、
二
千
三
百
九
十
九
番
地
、
二
千
七
百
二
十
八
番
地
の
一
、
二
千
七

地
、
二
千
七
百
二
十
八
番
地
の
一
、
二
千
七
百
二
十
八
番
地
の
二
、
二
千
七
百
二
十
九
番
地
の
一
、
二
千

百
二
十
八
番
地
の
二
、
二
千
七
百
二
十
九
番
地
の
一
、
二
千
七
百
二
十
九
番
地
の
二
、
二
千
七
百
三
十
番

七
百
二
十
九
番
地
の
二
、
二
千
七
百
三
十
番
地
の
一
、
二
千
七
百
三
十
番
地
の
二
、
二
千
七
百
三
十
一
番

地
の
一
、
二
千
七
百
三
十
番
地
の
二
、
二
千
七
百
三
十
一
番
地
の
一
、
二
千
七
百
三
十
一
番
地
の
二
、
二

地
の
一
、
二
千
七
百
三
十
一
番
地
の
二
、
二
千
七
百
三
十
二
番
地
の
一
、
二
千
七
百
三
十
二
番
地
の
二
、

千
七
百
三
十
二
番
地
の
一
、
二
千
七
百
三
十
二
番
地
の
二
、
二
千
七
百
三
十
三
番
地
か
ら
二
千
七
百
三
十

二
千
七
百
三
十
三
番
地
か
ら
二
千
七
百
三
十
五
番
地
ま
で
、
二
千
七
百
三
十
六
番
地
の
一
、
二
千
七
百
三

五
番
地
ま
で
、
二
千
七
百
三
十
六
番
地
の
一
、
二
千
七
百
三
十
六
番
地
の
二
、
二
千
七
百
五
十
一
番
地
の

十
六
番
地
の
二
、
二
千
七
百
五
十
一
番
地
の
一
、
二
千
七
百
五
十
一
番
地
の
二
、
二
千
七
百
五
十
二
番
地

一
、
二
千
七
百
五
十
一
番
地
の
二
、
二
千
七
百
五
十
二
番
地
の
一
、
二
千
七
百
五
十
二
番
地
の
二
、
二
千

の
一
、
二
千
七
百
五
十
二
番
地
の
二
、
二
千
七
百
五
十
三
番
地
、
三
千
五
百
五
十
八
番
地
の
一
か
ら
三
千

七
百
五
十
三
番
地
、
三
千
五
百
五
十
八
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
五
十
八
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
五

五
百
五
十
八
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
五
十
八
番
地
の
五
か
ら
三
千
五
百
五
十
八
番
地
の
七
ま
で
、
三

十
八
番
地
の
五
か
ら
三
千
五
百
五
十
八
番
地
の
七
ま
で
、
三
千
五
百
五
十
九
番
地
の
一
、
三
千
五
百
六
十

千
五
百
五
十
九
番
地
の
一
、
三
千
五
百
六
十
番
地
、
三
千
五
百
六
十
一
番
地
、
三
千
五
百
六
十
二
番
地
の

番
地
、
三
千
五
百
六
十
一
番
地
、
三
千
五
百
六
十
二
番
地
の
一
、
三
千
五
百
六
十
二
番
地
の
二
、
三
千
五

一
、
三
千
五
百
六
十
二
番
地
の
二
、
三
千
五
百
六
十
三
番
地
、
三
千
五
百
六
十
四
番
地
、
三
千
五
百
六
十

百
六
十
三
番
地
、
三
千
五
百
六
十
四
番
地
、
三
千
五
百
六
十
六
番
地
の
一
、
三
千
五
百
六
十
六
番
地
の
二

六
番
地
の
一
、
三
千
五
百
六
十
六
番
地
の
二
、
三
千
五
百
六
十
七
番
地
の
一
、
三
千
五
百
六
十
七
番
地
の

、
三
千
五
百
六
十
七
番
地
の
一
、
三
千
五
百
六
十
七
番
地
の
二
、
三
千
五
百
六
十
八
番
地
、
三
千
五
百
六

二
、
三
千
五
百
六
十
八
番
地
、
三
千
五
百
六
十
九
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
六
十
九
番
地
の
八
ま
で
、
三

十
九
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
六
十
九
番
地
の
八
ま
で
、
三
千
五
百
七
十
番
地
か
ら
三
千
五
百
七
十
二
番

千
五
百
七
十
番
地
か
ら
三
千
五
百
七
十
二
番
地
ま
で
、
三
千
五
百
七
十
三
番
地
の
一
、
三
千
五
百
七
十
三

地
ま
で
、
三
千
五
百
七
十
三
番
地
の
一
、
三
千
五
百
七
十
三
番
地
の
二
、
三
千
五
百
七
十
四
番
地
、
三
千

番
地
の
二
、
三
千
五
百
七
十
四
番
地
、
三
千
五
百
七
十
五
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
七
十
五
番
地
の
三
ま

五
百
七
十
五
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
七
十
五
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
七
十
六
番
地
の
一
か
ら
三
千

で
、
三
千
五
百
七
十
六
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
七
十
六
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
七
十
七
番
地
の
二

五
百
七
十
六
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
七
十
七
番
地
の
二
、
三
千
五
百
七
十
八
番
地
の
一
か
ら
三
千
五

、
三
千
五
百
七
十
八
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
七
十
八
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
八
十
番
地
の
一
、
三

百
七
十
八
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
八
十
番
地
の
一
、
三
千
五
百
八
十
一
番
地
、
三
千
五
百
八
十
二
番

千
五
百
八
十
一
番
地
、
三
千
五
百
八
十
二
番
地
、
三
千
五
百
八
十
四
番
地
、
三
千
五
百
八
十
六
番
地
か
ら

地
、
三
千
五
百
八
十
四
番
地
、
三
千
五
百
八
十
六
番
地
か
ら
三
千
五
百
八
十
九
番
地
ま
で
、
三
千
五
百
九

三
千
五
百
八
十
九
番
地
ま
で
、
三
千
五
百
九
十
番
地
の
一
、
三
千
五
百
九
十
番
地
の
二
、
三
千
五
百
九
十

十
番
地
の
一
、
三
千
五
百
九
十
番
地
の
二
、
三
千
五
百
九
十
一
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
九
十
一
番
地
の

一
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
九
十
一
番
地
の
五
ま
で
、
三
千
五
百
九
十
二
番
地
、
三
千
五
百
九
十
三
番
地

五
ま
で
、
三
千
五
百
九
十
二
番
地
、
三
千
五
百
九
十
三
番
地
、
三
千
五
百
九
十
四
番
地
の
一
か
ら
三
千
五

、
三
千
五
百
九
十
四
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
九
十
四
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
九
十
五
番
地
の
一
か

百
九
十
四
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
九
十
五
番
地
の
一
か
ら
三
千
五
百
九
十
五
番
地
の
三
ま
で
、
三
千

ら
三
千
五
百
九
十
五
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
五
百
九
十
六
番
地
の
一
、
三
千
五
百
九
十
六
番
地
の
二
、
三

五
百
九
十
六
番
地
の
一
、
三
千
五
百
九
十
六
番
地
の
二
、
三
千
五
百
九
十
七
番
地
の
一
、
三
千
五
百
九
十

千
五
百
九
十
七
番
地
の
一
、
三
千
五
百
九
十
七
番
地
の
二
、
三
千
五
百
九
十
八
番
地
、
三
千
五
百
九
十
九

七
番
地
の
二
、
三
千
五
百
九
十
八
番
地
、
三
千
五
百
九
十
九
番
地
の
一
、
三
千
五
百
九
十
九
番
地
の
二
、

番
地
の
一
、
三
千
五
百
九
十
九
番
地
の
二
、
三
千
六
百
番
地
、
三
千
六
百
一
番
地
、
三
千
六
百
二
番
地
の

三
千
六
百
番
地
、
三
千
六
百
一
番
地
、
三
千
六
百
二
番
地
の
一
か
ら
三
千
六
百
二
番
地
の
三
ま
で
、
三
千

一
か
ら
三
千
六
百
二
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
六
百
三
番
地
か
ら
三
千
六
百
八
番
地
ま
で
、
三
千
六
百
九
番

六
百
三
番
地
か
ら
三
千
六
百
八
番
地
ま
で
、
三
千
六
百
九
番
地
の
一
、
三
千
六
百
九
番
地
の
二
、
三
千
六

地
の
一
、
三
千
六
百
九
番
地
の
二
、
三
千
六
百
十
番
地
の
一
、
三
千
六
百
十
番
地
の
二
、
三
千
六
百
十
一

百
十
番
地
の
一
、
三
千
六
百
十
番
地
の
二
、
三
千
六
百
十
一
番
地
か
ら
三
千
六
百
十
三
番
地
ま
で
、
三
千

番
地
か
ら
三
千
六
百
十
三
番
地
ま
で
、
三
千
六
百
十
四
番
地
の
一
か
ら
三
千
六
百
十
四
番
地
の
三
ま
で
、

六
百
十
四
番
地
の
一
か
ら
三
千
六
百
十
四
番
地
の
三
ま
で
、
三
千
六
百
十
五
番
地
の
一
、
三
千
六
百
十
五

三
千
六
百
十
五
番
地
の
一
、
三
千
六
百
十
五
番
地
の
二
、
三
千
六
百
十
六
番
地
の
一
、
三
千
六
百
十
六
番

番
地
の
二
、
三
千
六
百
十
六
番
地
の
一
、
三
千
六
百
十
六
番
地
の
二
、
三
千
六
百
十
七
番
地
の
一
、
三
千

地
の
二
、
三
千
六
百
十
七
番
地
の
一
、
三
千
六
百
十
八
番
地
の
一
か
ら
三
千
六
百
十
八
番
地
の
七
ま
で
、

六
百
十
八
番
地
の
一
か
ら
三
千
六
百
十
八
番
地
の
七
ま
で
、
三
千
六
百
十
八
番
地
の
十
一
、
三
千
六
百
十

三
千
六
百
十
八
番
地
の
十
一
、
三
千
六
百
十
八
番
地
の
十
三
、
三
千
六
百
十
八
番
地
の
十
四
、
三
千
六
百
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八
番
地
の
十
三
、
三
千
六
百
十
八
番
地
の
十
四
、
三
千
六
百
四
十
番
地
の
一
、
三
千
六
百
四
十
七
番
地
、

四
十
番
地
の
一
、
三
千
六
百
四
十
七
番
地
、
三
千
六
百
五
十
一
番
地
の
一
、
三
千
六
百
六
十
八
番
地
、
三

三
千
六
百
五
十
一
番
地
の
一
、
三
千
六
百
六
十
八
番
地
、
三
千
六
百
六
十
九
番
地
及
び
三
千
六
百
七
十
三

千
六
百
六
十
九
番
地
及
び
三
千
六
百
七
十
三
番
地
か
ら
三
千
六
百
七
十
六
番
地
ま
で
の
区
域
並
び
に
当
該

番
地
か
ら
三
千
六
百
七
十
六
番
地
ま
で
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
及
び
鉄
道
敷
の
区
域

区
域
に
介
在
す
る
道
路
及
び
鉄
道
敷
の
区
域

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

［
二
十
四
～
三
十
六

略
］

［
二
十
四
～
三
十
六

同
上
］

三
十
七

大
阪
北
港
地
区

三
十
七

大
阪
北
港
地
区

大
阪
府
大
阪
市
此
花
区
酉
島
五
丁
目
十
一
番
及
び
酉
島
五
丁
目
の
う
ち
淀
川
に
隣
接
す
る
道
路
、
春
日
出
中

大
阪
府
大
阪
市
此
花
区
西
九
条
七
丁
目
一
番
及
び
二
番
、
酉
島
五
丁
目
十
一
番
及
び
酉
島
五
丁
目
の
う
ち
淀

三
丁
目
百
四
十
七
番
の
二
、
百
五
十
一
番
の
三
、
百
五
十
一
番
の
六
か
ら
百
五
十
一
番
の
八
ま
で
、
百
五
十
一

川
に
隣
接
す
る
道
路
、
春
日
出
中
三
丁
目
百
四
十
七
番
の
二
、
百
五
十
一
番
の
三
、
百
五
十
一
番
の
六
か
ら
百

番
の
二
十
三
、
百
五
十
一
番
の
二
十
六
か
ら
百
五
十
一
番
の
三
十
ま
で
、
百
五
十
一
番
の
三
十
二
、
百
五
十
一

五
十
一
番
の
八
ま
で
、
百
五
十
一
番
の
二
十
三
、
百
五
十
一
番
の
二
十
六
か
ら
百
五
十
一
番
の
三
十
ま
で
、
百

番
の
四
十
三
、
百
五
十
一
番
の
四
十
九
、
百
五
十
一
番
の
五
十
、
百
五
十
一
番
の
五
百
三
十
一
、
百
五
十
一
番

五
十
一
番
の
三
十
二
、
百
五
十
一
番
の
四
十
三
、
百
五
十
一
番
の
四
十
九
、
百
五
十
一
番
の
五
十
、
百
五
十
一

の
五
百
四
十
四
か
ら
百
五
十
一
番
の
五
百
四
十
六
ま
で
、
百
五
十
一
番
の
五
百
五
十
七
、
百
五
十
一
番
の
五
百

番
の
五
百
三
十
一
、
百
五
十
一
番
の
五
百
四
十
四
か
ら
百
五
十
一
番
の
五
百
四
十
六
ま
で
、
百
五
十
一
番
の
五

六
十
三
か
ら
百
五
十
一
番
の
五
百
六
十
六
ま
で
、
百
九
十
九
番
の
二
、
百
九
十
九
番
の
三
、
二
百
七
十
八
番
の

百
五
十
七
、
百
九
十
九
番
の
二
、
百
九
十
九
番
の
三
、
二
百
七
十
八
番
の
三
、
三
百
五
十
番
の
一
、
三
百
五
十

三
、
三
百
五
十
番
の
一
、
三
百
五
十
番
の
二
十
二
、
三
百
八
十
九
番
の
一
及
び
四
百
八
十
五
番
、
島
屋
一
丁
目

番
の
二
十
二
、
三
百
八
十
九
番
の
一
及
び
四
百
八
十
五
番
、
島
屋
一
丁
目
（
準
工
業
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八

（
準
工
業
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
島

条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
島
屋
二
丁
目
（
準
工
業
地
域
を
除
く
。

屋
二
丁
目
の
住
友
電
気
工
業
株
式
会
社
及
び
日
本
製
鉄
株
式
会
社
工
場
敷
地
、
島
屋
五
丁
目
（
準
工
業
地
域
を

）
、
島
屋
二
丁
目
の
住
友
電
気
工
業
株
式
会
社
工
場
敷
地
、
島
屋
三
丁
目
八
番
及
び
九
番
の
日
石
三
菱
株
式
会

除
く
。
）
、
島
屋
六
丁
目
（
商
業
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
）
及
び
準

社
貯
蔵
所
敷
地
、
島
屋
五
丁
目
（
準
工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
島
屋
六
丁
目
（
商
業
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八

工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
桜
島
二
丁
目
（
準
工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
桜
島
三
丁
目
一
番
及
び
二
番
の
区
域
並

条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
）
及
び
準
工
業
地
域
（
四
十
番
の
一
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
、
桜
島

び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

二
丁
目
（
準
工
業
地
域
を
除
く
。
）
、
桜
島
三
丁
目
一
番
及
び
二
番
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道

路
の
区
域

［
三
十
八
～
四
十

略
］

［
三
十
八
～
四
十

同
上
］

四
十
一

東
播
磨
地
区

四
十
一

東
播
磨
地
区

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

兵
庫
県
加
古
川
市
別
府
町
西
脇
字
川
中
三
十
五
番
一
、
三
十
五
番
二
、
三
十
五
番
四
か
ら
三
十
五
番
七
ま

ロ

兵
庫
県
加
古
川
市
別
府
町
西
脇
字
川
中
三
十
五
番
一
、
三
十
五
番
二
、
三
十
五
番
四
か
ら
三
十
五
番
七
ま

で
、
三
十
六
番
一
か
ら
三
十
六
番
九
ま
で
、
三
十
七
番
一
か
ら
三
十
七
番
七
ま
で
、
三
十
八
番
、
三
十
九
番

で
、
三
十
六
番
一
か
ら
三
十
六
番
九
ま
で
、
三
十
七
番
一
か
ら
三
十
七
番
七
ま
で
、
三
十
八
番
、
三
十
九
番

一
、
三
十
九
番
三
、
三
十
九
番
四
、
四
十
番
一
、
四
十
番
三
、
四
十
番
四
、
四
十
一
番
、
四
十
二
番
二
、
四

一
、
三
十
九
番
三
、
三
十
九
番
四
、
四
十
番
一
、
四
十
番
三
、
四
十
番
四
、
四
十
一
番
、
四
十
二
番
二
、
四

十
七
番
一
、
四
十
八
番
一
、
四
十
八
番
二
、
四
十
九
番
一
、
四
十
九
番
二
、
五
十
番
か
ら
五
十
三
番
ま
で
、

十
七
番
一
、
四
十
八
番
一
、
四
十
八
番
二
、
四
十
九
番
一
、
四
十
九
番
二
、
五
十
番
か
ら
五
十
三
番
ま
で
、

五
十
四
番
一
か
ら
五
十
四
番
八
ま
で
、
五
十
五
番
一
か
ら
五
十
五
番
九
ま
で
、
五
十
六
番
一
か
ら
五
十
六
番

五
十
四
番
一
か
ら
五
十
四
番
八
ま
で
、
五
十
五
番
一
か
ら
五
十
五
番
九
ま
で
、
五
十
六
番
一
か
ら
五
十
六
番

四
ま
で
、
五
十
七
番
一
か
ら
五
十
七
番
四
ま
で
、
五
十
八
番
一
か
ら
五
十
八
番
六
ま
で
、
五
十
九
番
一
、
五

四
ま
で
、
五
十
七
番
一
か
ら
五
十
七
番
四
ま
で
、
五
十
八
番
一
か
ら
五
十
八
番
六
ま
で
、
五
十
九
番
一
、
五

十
九
番
八
、
六
十
番
及
び
六
十
一
番
、
字
泓
二
十
四
番
六
か
ら
二
十
四
番
九
ま
で
、
三
十
番
三
か
ら
三
十
番

十
九
番
八
、
六
十
番
及
び
六
十
一
番
、
字
泓
二
十
四
番
六
か
ら
二
十
四
番
九
ま
で
、
三
十
番
三
か
ら
三
十
番

五
ま
で
、
三
十
番
七
、
三
十
番
八
、
三
十
一
番
三
及
び
三
十
一
番
八
並
び
に
字
皆
作
六
十
四
番
二
及
び
六
十

五
ま
で
、
三
十
番
七
、
三
十
番
八
、
三
十
一
番
三
及
び
三
十
一
番
八
並
び
に
字
皆
作
六
十
四
番
二
及
び
六
十

四
番
七
、
別
府
町
西
脇
三
丁
目
十
八
番
一
、
十
八
番
三
、
二
十
二
番
一
及
び
二
十
二
番
二
並
び
に
金
沢
町
一

四
番
七
、
別
府
町
西
脇
三
丁
目
十
八
番
一
、
十
八
番
三
、
二
十
二
番
一
及
び
二
十
二
番
二
、
金
沢
町
一
番
か

番
か
ら
三
番
ま
で
、
六
番
か
ら
八
番
ま
で
、
三
十
二
番
、
三
十
三
番
、
三
十
八
番
、
三
十
九
番
、
四
十
番
三

ら
三
番
ま
で
、
六
番
か
ら
八
番
ま
で
、
三
十
二
番
、
三
十
三
番
、
三
十
八
番
、
三
十
九
番
、
四
十
番
三
、
四

、
四
十
三
番
及
び
四
十
八
番
の
区
域

十
三
番
及
び
四
十
八
番
、
尾
上
町
池
田
字
美
サ
シ
八
百
五
十
番
一
、
八
百
五
十
番
六
十
二
、
八
百
五
十
番
六

十
五
、
八
百
五
十
番
六
十
六
及
び
八
百
五
十
番
七
十
、
字
池
田
開
拓
千
八
百
九
十
七
番
一
、
千
八
百
九
十
七

番
六
、
千
八
百
九
十
七
番
七
、
千
八
百
九
十
七
番
九
、
千
九
百
八
番
一
、
千
九
百
八
番
四
か
ら
千
九
百
八
番

八
ま
で
、
千
九
百
二
十
八
番
一
、
二
千
八
十
三
番
二
、
二
千
八
十
三
番
三
、
二
千
九
十
番
二
及
び
二
千
二
百

七
十
四
番
八
並
び
に
字
栄
へ
千
四
百
九
番
一
、
千
四
百
十
七
番
二
及
び
千
四
百
二
十
二
番
並
び
に
尾
上
町
養

田
字
養
田
開
拓
千
六
百
三
十
九
番
五
、
千
六
百
三
十
九
番
六
、
千
六
百
三
十
九
番
八
、
千
六
百
五
十
九
番
五
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、
千
六
百
六
十
番
、
千
六
百
六
十
一
番
一
、
千
六
百
六
十
一
番
二
、
千
六
百
六
十
三
番
六
、
千
六
百
六
十
三

番
七
、
千
六
百
八
十
二
番
一
、
千
六
百
八
十
三
番
九
、
千
六
百
八
十
三
番
十
、
千
六
百
八
十
四
番
、
千
六
百

八
十
四
番
二
及
び
千
七
百
四
番
一
の
区
域

［
ハ

略
］

［
ハ

同
上
］

［
四
十
二
・
四
十
三

略
］

［
四
十
二
・
四
十
三

同
上
］

四
十
四

和
歌
山
北
部
臨
海
北
部
地
区

四
十
四

和
歌
山
北
部
臨
海
北
部
地
区

和
歌
山
県
和
歌
山
市
の
次
の
区
域

和
歌
山
県
和
歌
山
市
の
次
の
区
域

［
⑴

略
］

［
⑴

同
上
］

⑵

湊
字
青
岸
坪
千
三
百
三
十
五
番
二
、
千
三
百
三
十
五
番
三
、
千
三
百
三
十
六
番
二
、
千
三
百
三
十
六
番

⑵

湊
字
青
岸
坪
千
三
百
三
十
五
番
二
、
千
三
百
三
十
五
番
三
、
千
三
百
三
十
六
番
二
、
千
三
百
三
十
六
番

三
、
千
三
百
三
十
六
番
十
か
ら
千
三
百
三
十
六
番
十
三
ま
で
、
千
三
百
四
十
二
番
一
、
千
三
百
四
十
二
番

三
、
千
三
百
三
十
六
番
十
か
ら
千
三
百
三
十
六
番
十
三
ま
で
、
千
三
百
四
十
二
番
一
、
千
三
百
四
十
二
番

三
十
七
、
千
三
百
四
十
二
番
三
十
八
、
同
番
地
に
隣
接
す
る
護
岸
、
千
三
百
四
十
二
番
五
十
か
ら
千
三
百

三
十
七
、
千
三
百
四
十
二
番
三
十
八
、
同
番
地
に
隣
接
す
る
護
岸
、
千
三
百
四
十
二
番
五
十
か
ら
千
三
百

四
十
二
番
五
十
二
ま
で
及
び
千
三
百
四
十
二
番
六
十
八
並
び
に
字
薬
種
畑
坪
千
百
十
五
番
四
、
千
百
十
五

四
十
二
番
五
十
二
ま
で
及
び
千
三
百
四
十
二
番
六
十
八
並
び
に
字
薬
種
畑
坪
千
百
十
五
番
四
、
千
百
十
五

番
二
十
二
、
千
百
十
五
番
百
三
、
千
二
百
五
十
番
一
、
千
二
百
五
十
番
二
、
千
二
百
五
十
番
六
、
千
二
百

番
百
三
、
千
二
百
五
十
番
六
、
千
二
百
五
十
番
七
、
千
二
百
五
十
一
番
二
、
千
二
百
五
十
二
番
一
、
千
二

五
十
番
七
、
千
二
百
五
十
一
番
二
、
千
二
百
五
十
二
番
一
、
千
二
百
五
十
二
番
二
、
千
二
百
五
十
二
番
五

百
五
十
二
番
二
、
千
二
百
五
十
五
番
三
、
千
二
百
五
十
八
番
一
か
ら
千
二
百
五
十
八
番
六
ま
で
、
千
二
百

、
千
二
百
五
十
五
番
三
、
千
二
百
五
十
八
番
一
か
ら
千
二
百
五
十
八
番
六
ま
で
、
千
二
百
五
十
八
番
八
、

五
十
八
番
八
、
千
二
百
五
十
八
番
九
、
千
二
百
五
十
九
番
二
、
千
二
百
五
十
九
番
三
、
千
二
百
八
十
番
一

千
二
百
五
十
八
番
九
、
千
二
百
五
十
九
番
二
、
千
二
百
五
十
九
番
三
、
千
二
百
八
十
番
一
か
ら
千
二
百
八

か
ら
千
二
百
八
十
番
五
ま
で
、
千
二
百
八
十
番
七
か
ら
千
二
百
八
十
番
九
ま
で
、
千
三
百
三
十
四
番
、
千

十
番
五
ま
で
、
千
二
百
八
十
番
七
か
ら
千
二
百
八
十
番
九
ま
で
、
千
三
百
三
十
四
番
、
千
三
百
三
十
四
番

三
百
三
十
四
番
二
十
一
、
千
三
百
三
十
四
番
二
十
八
の
う
ち
薬
種
畑
桟
橋
以
南
、
千
三
百
三
十
四
番
三
十

二
十
一
、
千
三
百
三
十
四
番
二
十
八
の
う
ち
薬
種
畑
桟
橋
以
南
、
千
三
百
三
十
四
番
三
十
、
千
三
百
三
十

、
千
三
百
三
十
四
番
三
十
一
、
千
三
百
三
十
四
番
四
十
三
、
千
三
百
三
十
四
番
六
十
四
、
千
三
百
三
十
四

四
番
三
十
一
、
千
三
百
三
十
四
番
四
十
三
、
千
三
百
三
十
四
番
六
十
四
、
千
三
百
三
十
四
番
六
十
五
及
び

番
六
十
五
及
び
千
三
百
三
十
四
番
七
十
三
、
西
浜
字
中
川
向
ノ
坪
千
六
百
六
十
番
三
百
八
十
並
び
に
字
上

千
三
百
三
十
四
番
七
十
三
、
西
浜
字
中
川
向
ノ
坪
千
六
百
六
十
番
三
百
八
十
並
び
に
字
上
川
向
ノ
坪
千
四

川
向
ノ
坪
千
四
百
四
十
三
番
及
び
千
四
百
八
十
九
番
の
区
域

百
四
十
三
番
及
び
千
四
百
八
十
九
番
の
区
域

［
四
十
五
～
四
十
七

略
］

［
四
十
五
～
四
十
七

同
上
］

四
十
八

水
島
臨
海
地
区

四
十
八

水
島
臨
海
地
区

岡
山
県
倉
敷
市
の
次
の
区
域

岡
山
県
倉
敷
市
の
次
の
区
域

［
⑴
～
⑶

略
］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

⑷

玉
島
乙
島
字
高
後
沖
七
千
四
百
七
十
一
番
地
の
三
十
五
、
七
千
四
百
七
十
一
番
地
の
四
百
四
十
七
、
七

⑷

玉
島
乙
島
字
高
後
沖
七
千
四
百
七
十
一
番
地
の
三
十
五
、
七
千
四
百
七
十
一
番
地
の
四
百
四
十
七
、
七

千
四
百
七
十
一
番
地
の
五
百
二
十
二
、
七
千
四
百
七
十
一
番
地
の
五
百
二
十
三
、
七
千
四
百
七
十
一
番
地

千
四
百
七
十
一
番
地
の
五
百
二
十
二
、
七
千
四
百
七
十
一
番
地
の
五
百
二
十
三
、
七
千
四
百
七
十
一
番
地

の
五
百
三
十
四
、
七
千
四
百
七
十
二
番
地
、
七
千
四
百
七
十
二
番
地
の
一
及
び
七
千
四
百
七
十
二
番
地
の

の
五
百
三
十
四
、
七
千
四
百
七
十
二
番
地
、
七
千
四
百
七
十
二
番
地
の
一
及
び
七
千
四
百
七
十
二
番
地
の

二
並
び
に
字
新
湊
八
千
二
百
三
十
番
地
、
八
千
二
百
三
十
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
番
地
の
三
、
八
千

二
並
び
に
字
新
湊
八
千
二
百
三
十
番
地
、
八
千
二
百
三
十
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
番
地
の
三
、
八
千

二
百
三
十
番
地
の
四
、
八
千
二
百
三
十
番
地
の
七
、
八
千
二
百
三
十
番
地
の
九
、
八
千
二
百
三
十
一
番
地

二
百
三
十
番
地
の
四
、
八
千
二
百
三
十
番
地
の
七
、
八
千
二
百
三
十
番
地
の
九
、
八
千
二
百
三
十
一
番
地

、
八
千
二
百
三
十
二
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
二
番
地
の
二
、
八
千
二
百
三
十
三
番
地
の
一
、
八
千
二

、
八
千
二
百
三
十
二
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
二
番
地
の
二
、
八
千
二
百
三
十
三
番
地
の
一
、
八
千
二

百
三
十
三
番
地
の
二
、
八
千
二
百
三
十
四
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
四
番
地
の
十
一
か
ら
八
千
二
百
三

百
三
十
三
番
地
の
二
、
八
千
二
百
三
十
四
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
四
番
地
の
十
一
か
ら
八
千
二
百
三

十
四
番
地
の
三
十
ま
で
、
八
千
二
百
三
十
五
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
五
番
地
の
二
、
八
千
二
百
三
十

十
四
番
地
の
三
十
ま
で
、
八
千
二
百
三
十
五
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
五
番
地
の
二
、
八
千
二
百
三
十

六
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
六
番
地
の
二
、
八
千
二
百
三
十
七
番
地
の
十
一
、
八
千
二
百
三
十
八
番
地

六
番
地
の
一
、
八
千
二
百
三
十
六
番
地
の
二
、
八
千
二
百
三
十
七
番
地
の
十
一
、
八
千
二
百
三
十
八
番
地

の
一
、
八
千
二
百
三
十
九
番
地
の
一
、
八
千
二
百
四
十
番
地
の
十
一
、
八
千
二
百
四
十
番
地
の
十
二
、
八

の
一
、
八
千
二
百
三
十
九
番
地
の
一
、
八
千
二
百
四
十
番
地
の
十
一
、
八
千
二
百
四
十
番
地
の
十
二
、
八

千
二
百
四
十
一
番
地
の
一
、
八
千
二
百
四
十
一
番
地
の
十
一
か
ら
八
千
二
百
四
十
一
番
地
の
十
三
ま
で
、

千
二
百
四
十
一
番
地
の
一
、
八
千
二
百
四
十
一
番
地
の
十
一
か
ら
八
千
二
百
四
十
一
番
地
の
十
三
ま
で
、

八
千
二
百
四
十
二
番
地
の
一
、
八
千
二
百
四
十
二
番
地
の
七
、
八
千
二
百
四
十
三
番
地
の
十
か
ら
八
千
二

八
千
二
百
四
十
二
番
地
の
一
、
八
千
二
百
四
十
二
番
地
の
七
、
八
千
二
百
四
十
三
番
地
の
十
か
ら
八
千
二

百
四
十
三
番
地
の
十
二
ま
で
、
八
千
二
百
四
十
四
番
地
の
一
、
八
千
二
百
四
十
四
番
地
の
十
二
、
八
千
二

百
四
十
三
番
地
の
十
二
ま
で
、
八
千
二
百
四
十
四
番
地
の
一
、
八
千
二
百
四
十
四
番
地
の
十
二
、
八
千
二
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百
四
十
六
番
地
の
十
か
ら
八
千
二
百
四
十
六
番
地
の
十
二
ま
で
、
八
千
二
百
四
十
九
番
地
の
十
一
か
ら
八

百
四
十
六
番
地
の
十
か
ら
八
千
二
百
四
十
六
番
地
の
十
二
ま
で
、
八
千
二
百
四
十
九
番
地
の
十
一
か
ら
八

千
二
百
四
十
九
番
地
の
十
三
ま
で
、
八
千
二
百
五
十
一
番
地
、
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
一
か
ら
八
千
二

千
二
百
四
十
九
番
地
の
十
三
ま
で
、
八
千
二
百
五
十
一
番
地
、
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
一
か
ら
八
千
二

百
五
十
二
番
地
の
十
三
ま
で
、
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
二
十
一
か
ら
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
五
十
一

百
五
十
二
番
地
の
十
三
ま
で
、
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
二
十
一
か
ら
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
五
十
一

ま
で
、
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
五
十
三
か
ら
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
五
十
七
ま
で
、
八
千
二
百
五
十

ま
で
、
八
千
二
百
五
十
二
番
地
の
五
十
三
及
び
八
千
二
百
五
十
三
番
地
の
二
の
区
域

二
番
地
の
六
十
三
、
八
千
二
百
五
十
三
番
地
の
二
及
び
八
千
二
百
五
十
三
番
地
の
十
一
の
区
域

［
⑸

略
］

［
⑸

同
上
］

［
四
十
九
～
五
十
一

略
］

［
四
十
九
～
五
十
一

同
上
］

五
十
二

岩
国
・
大
竹
地
区

五
十
二

岩
国
・
大
竹
地
区

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

山
口
県
岩
国
市
の
次
の
区
域

ハ

山
口
県
岩
国
市
の
次
の
区
域

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

［
削
る
］

⑶

灘
町
一
番
一
、
一
番
十
八
か
ら
一
番
二
十
ま
で
、
二
千
四
百
二
番
一
及
び
二
千
四
百
二
番
二
並
び
に
藤

生
町
一
丁
目
千
七
百
番
の
区
域

［
五
十
三

略
］

［
五
十
三

同
上
］

五
十
四

周
南
地
区

五
十
四

周
南
地
区

山
口
県
周
南
市
の
次
の
区
域

山
口
県
周
南
市
の
次
の
区
域

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

⑶

古
市
一
丁
目
四
千
四
百
九
十
四
番
地
の
三
、
四
千
四
百
九
十
五
番
地
の
一
、
四
千
四
百
九
十
五
番
地
の

⑶

古
市
一
丁
目
四
千
四
百
九
十
四
番
地
の
三
、
四
千
四
百
九
十
五
番
地
、
四
千
四
百
九
十
五
番
地
の
一
、

二
、
四
千
四
百
九
十
六
番
地
、
四
千
四
百
九
十
七
番
地
の
一
、
四
千
四
百
九
十
七
番
地
の
二
、
四
千
四
百

四
千
四
百
九
十
六
番
地
、
四
千
四
百
九
十
七
番
地
の
一
、
四
千
四
百
九
十
七
番
地
の
二
、
四
千
四
百
九
十

九
十
九
番
地
の
二
、
四
千
五
百
三
番
地
、
四
千
五
百
二
十
番
地
の
一
、
四
千
五
百
二
十
番
地
の
二
、
四
千

八
番
地
の
四
、
四
千
五
百
三
番
地
、
四
千
五
百
二
十
番
地
の
一
、
四
千
五
百
二
十
番
地
の
二
、
四
千
五
百

五
百
二
十
一
番
地
の
一
、
四
千
五
百
二
十
四
番
地
の
一
及
び
四
千
五
百
二
十
七
番
地
の
三
並
び
に
臨
海
町

二
十
一
番
地
の
一
、
四
千
五
百
二
十
四
番
地
の
一
、
四
千
五
百
二
十
五
番
地
の
一
、
四
千
五
百
二
十
五
番

六
番
地
の
区
域

地
の
六
、
四
千
五
百
二
十
六
番
地
、
四
千
五
百
二
十
七
番
地
の
一
、
四
千
五
百
二
十
七
番
地
の
二
及
び
四

千
五
百
三
十
二
番
地
の
十
五
並
び
に
臨
海
町
六
番
地
の
区
域

［
⑷

略
］

［
⑷

同
上
］

五
十
五

宇
部
・
小
野
田
地
区

五
十
五

宇
部
・
小
野
田
地
区

イ

山
口
県
宇
部
市
の
次
の
区
域

イ

山
口
県
宇
部
市
の
次
の
区
域

［
⑴

略
］

［
⑴

同
上
］

⑵

大
字
小
串
字
沖
ノ
山
一
番
地
の
六
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
六
十
八
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
六
十
九

⑵

大
字
小
串
字
沖
ノ
山
一
番
地
の
六
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
六
十
八
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
六
十
九

、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
七
十
二
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
七
十
三
、
千
九
百
七
十
二
番
地
の
三
（
宇
部

、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
七
十
二
、
千
九
百
五
十
九
番
地
の
七
十
三
、
千
九
百
七
十
二
番
地
の
三
（
宇
部

興
産
工
業
道
路
本
社
助
田
線
を
除
く
。
）
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
一
（
宇
部
興
産
工
業
道
路
本
社
助
田

興
産
工
業
道
路
本
社
助
田
線
を
除
く
。
）
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
一
（
宇
部
興
産
工
業
道
路
本
社
助
田

線
と
本
社
沖
の
山
線
と
の
交
差
点
よ
り
南
側
の
区
域
）
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
二
、
千
九
百
七
十
八
番

線
と
本
社
沖
の
山
線
と
の
交
差
点
よ
り
南
側
の
区
域
）
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
二
、
千
九
百
七
十
八
番

地
の
五
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十

地
の
五
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十

二
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
六
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
九
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
二
十
五

二
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
六
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
十
九
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
二
十
五

、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
六
十
六
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十

、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
六
十
六
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
三
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七

二
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
三
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
六
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
七

十
六
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
七
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
九
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
八

、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
七
十
九
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
八
十
九
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
九

十
九
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
九
十
三
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
九
十
九
ま
で
、
千
九
百
七
十
八

十
三
か
ら
千
九
百
七
十
八
番
地
の
九
十
九
ま
で
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
百
一
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の

番
地
の
百
一
、
千
九
百
七
十
八
番
地
の
百
四
、
千
九
百
七
十
九
番
地
の
九
、
千
九
百
八
十
番
地
、
千
九
百

百
四
、
千
九
百
七
十
九
番
地
の
九
、
千
九
百
八
十
番
地
、
千
九
百
八
十
番
地
の
八
、
千
九
百
八
十
番
地
の

八
十
番
地
の
八
、
千
九
百
八
十
番
地
の
九
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
一
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
二
、
千
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九
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
一
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
二
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
七
、
千
九
百
八
十

九
百
八
十
番
地
の
十
七
、
千
九
百
八
十
番
地
の
十
八
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十
二
、
千
九
百
八
十
番
地

番
地
の
十
八
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十
二
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十
三
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十

の
二
十
三
、
千
九
百
八
十
番
地
の
二
十
五
か
ら
千
九
百
八
十
番
地
の
三
十
四
ま
で
、
千
九
百
八
十
五
番
地

五
か
ら
千
九
百
八
十
番
地
の
三
十
四
ま
で
、
千
九
百
八
十
五
番
地
、
千
九
百
八
十
五
番
地
の
二
か
ら
千
九

、
千
九
百
八
十
五
番
地
の
二
か
ら
千
九
百
八
十
五
番
地
の
四
ま
で
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
一
、
千
九
百

百
八
十
五
番
地
の
四
ま
で
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
一
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
二
（
宇
部
興
産
工
業
道

八
十
七
番
地
の
二
（
宇
部
興
産
工
業
道
路
本
社
助
田
線
を
除
く
。
）
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
五
の
う
ち

路
本
社
助
田
線
を
除
く
。
）
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
五
の
う
ち
宇
部
興
産
株
式
会
社
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工

宇
部
興
産
株
式
会
社
宇
部
ケ
ミ
カ
ル
工
場
敷
地
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
七
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
九

場
敷
地
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
七
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
九
か
ら
千
九
百
八
十
七
番
地
の
十
三
ま
で

か
ら
千
九
百
八
十
七
番
地
の
十
三
ま
で
、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
十
八
か
ら
千
九
百
八
十
七
番
地
の
二
十

、
千
九
百
八
十
七
番
地
の
十
八
か
ら
千
九
百
八
十
七
番
地
の
二
十
一
ま
で
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
一
、

一
ま
で
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
一
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
二
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
四
、
千
九
百

千
九
百
八
十
八
番
地
の
二
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
四
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
六
か
ら
千
九
百
八
十
八

八
十
八
番
地
の
六
か
ら
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
一
ま
で
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
三
、
千
九
百
八
十

番
地
の
十
一
ま
で
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
三
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
六
、
千
九
百
八
十
八
番
地

八
番
地
の
十
六
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
七
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
九
か
ら
千
九
百
八
十
八
番
地

の
十
七
、
千
九
百
八
十
八
番
地
の
十
九
か
ら
千
九
百
八
十
八
番
地
の
三
十
一
ま
で
、
千
九
百
八
十
九
番
地

の
三
十
ま
で
、
千
九
百
八
十
九
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
八
十
九
番
地
の
三
ま
で
、
千
九
百
九
十
番
地
、
千

の
一
か
ら
千
九
百
八
十
九
番
地
の
三
ま
で
、
千
九
百
九
十
番
地
、
千
九
百
九
十
一
番
地
の
一
か
ら
千
九
百

九
百
九
十
一
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
九
十
一
番
地
の
四
ま
で
、
千
九
百
九
十
二
番
地
、
千
九
百
九
十
四
番

九
十
一
番
地
の
四
ま
で
、
千
九
百
九
十
二
番
地
、
千
九
百
九
十
四
番
地
の
三
、
千
九
百
九
十
五
番
地
の
四

地
の
三
、
千
九
百
九
十
五
番
地
の
四
及
び
千
九
百
九
十
七
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
九
十
七
番
地
の
五
ま
で

及
び
千
九
百
九
十
七
番
地
の
一
か
ら
千
九
百
九
十
七
番
地
の
五
ま
で
の
区
域

の
区
域

⑶

大
字
藤
曲
字
昭
和
開
作
二
千
五
百
三
十
九
番
地
の
十
九
、
二
千
五
百
三
十
九
番
地
の
二
十
、
二
千
五
百

⑶

大
字
藤
曲
字
昭
和
開
作
二
千
五
百
三
十
九
番
地
の
十
九
、
二
千
五
百
三
十
九
番
地
の
二
十
、
二
千
五
百

三
十
九
番
地
の
二
十
五
、
二
千
五
百
四
十
七
番
地
の
三
、
二
千
五
百
四
十
七
番
地
の
五
、
二
千
五
百
四
十

三
十
九
番
地
の
二
十
五
、
二
千
五
百
四
十
七
番
地
の
三
、
二
千
五
百
四
十
七
番
地
の
五
、
二
千
五
百
四
十

七
番
地
の
九
か
ら
二
千
五
百
四
十
七
番
地
の
十
二
ま
で
、
二
千
五
百
四
十
八
番
地
の
二
、
二
千
五
百
四
十

七
番
地
の
九
か
ら
二
千
五
百
四
十
七
番
地
の
十
二
ま
で
、
二
千
五
百
四
十
八
番
地
の
二
、
二
千
五
百
四
十

八
番
地
の
三
、
二
千
五
百
四
十
八
番
地
の
五
、
二
千
五
百
四
十
八
番
地
の
六
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
、

八
番
地
の
三
、
二
千
五
百
四
十
八
番
地
の
五
、
二
千
五
百
四
十
八
番
地
の
六
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
、

二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
五
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
十
九
ま
で
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
二
十

二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
五
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
十
九
ま
で
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
二
十

三
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
三
十
三
ま
で
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
三
十
六
、
二
千
五
百
七
十
五

三
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
三
十
三
ま
で
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
三
十
六
、
二
千
五
百
七
十
五

番
地
の
三
十
七
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
六
十
二
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
七
十
一
ま
で
、
二
千

番
地
の
三
十
七
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
六
十
二
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
七
十
一
ま
で
、
二
千

五
百
七
十
五
番
地
の
七
十
五
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
七
十
八
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
七
十
九
、

五
百
七
十
五
番
地
の
七
十
五
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
七
十
八
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
七
十
九
、

二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
八
十
一
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
九
十
一
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
九

二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
八
十
一
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
九
十
一
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
九

十
四
ま
で
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
百
九
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
百
十
一
ま
で
及
び
二
千
五
百

十
四
ま
で
、
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
百
九
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
百
十
一
ま
で
、
二
千
五
百
七

七
十
五
番
地
の
百
十
四
か
ら
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
百
十
八
ま
で
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す

十
五
番
地
の
百
十
四
及
び
二
千
五
百
七
十
五
番
地
の
百
十
五
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
介
在
す
る
道
路

る
道
路
及
び
護
岸
の
区
域

及
び
護
岸
の
区
域

［
⑷

略
］

［
⑷

同
上
］

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
五
十
六
～
五
十
八

略
］

［
五
十
六
～
五
十
八

同
上
］

五
十
九

番
の
州
地
区

五
十
九

番
の
州
地
区

香
川
県
坂
出
市
の
次
の
区
域

香
川
県
坂
出
市
の
次
の
区
域

［
⑴
・
⑵

略
］

［
⑴
・
⑵

同
上
］

⑶

番
の
州
町
一
番
地
の
一
か
ら
一
番
地
の
三
ま
で
、
二
番
地
、
二
番
地
の
二
、
三
番
地
か
ら
五
番
地
ま
で

⑶

番
の
州
町
一
番
地
の
一
か
ら
一
番
地
の
三
ま
で
、
二
番
地
、
二
番
地
の
二
、
三
番
地
か
ら
五
番
地
ま
で

、
六
番
地
の
一
、
七
番
地
の
一
か
ら
七
番
地
の
七
ま
で
、
八
番
地
の
一
か
ら
八
番
地
の
七
ま
で
、
九
番
地

、
六
番
地
の
一
、
七
番
地
の
一
か
ら
七
番
地
の
五
ま
で
、
八
番
地
の
一
か
ら
八
番
地
の
七
ま
で
、
九
番
地

、
十
番
地
の
一
か
ら
十
番
地
の
十
四
ま
で
、
十
番
地
の
十
六
か
ら
十
番
地
の
十
八
ま
で
、
十
番
地
の
二
十

、
十
番
地
の
一
か
ら
十
番
地
の
十
四
ま
で
、
十
番
地
の
十
六
か
ら
十
番
地
の
十
八
ま
で
、
十
番
地
の
二
十

か
ら
十
番
地
の
四
十
八
ま
で
、
十
二
番
地
の
一
か
ら
十
二
番
地
の
十
三
ま
で
、
十
三
番
地
の
一
か
ら
十
三

か
ら
十
番
地
の
四
十
八
ま
で
、
十
二
番
地
の
一
か
ら
十
二
番
地
の
十
三
ま
で
、
十
三
番
地
の
一
か
ら
十
三

番
地
の
四
ま
で
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
の
一
、
十
六
番
地
の
二
、
十
七
番
地
の
六
、
十
九
番
地
の
一
、

番
地
の
四
ま
で
、
十
五
番
地
、
十
六
番
地
の
一
、
十
六
番
地
の
二
、
十
七
番
地
の
六
、
十
九
番
地
の
一
、

十
九
番
地
の
二
、
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
、
二
十
二
番
地
の
一
、
二
十
二
番
地
の
三
及
び
二
十
二
番
地

十
九
番
地
の
二
、
二
十
番
地
、
二
十
一
番
地
、
二
十
二
番
地
の
一
、
二
十
二
番
地
の
三
及
び
二
十
二
番
地

の
四
の
区
域

の
四
の
区
域
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［
⑷

略
］

［
⑷

同
上
］

［
六
十
～
七
十

略
］

［
六
十
～
七
十

同
上
］

［
削
る
］

七
十
一

川
内
地
区

鹿
児
島
県

摩
川
内
市
港
町
唐
山
六
千
百
十
番
一
、
六
千
百
十
番
百
六
十
二
、
六
千
百
十
番
百
六
十
六
、
六

千
百
十
番
百
七
十
三
か
ら
六
千
百
十
番
百
七
十
五
ま
で
、
六
千
百
十
七
番
二
、
六
千
百
十
七
番
三
、
六
千
百
十

九
番
、
六
千
百
二
十
番
一
か
ら
六
千
百
二
十
番
十
三
ま
で
、
六
千
百
二
十
番
十
八
、
六
千
百
二
十
番
十
九
、
六

千
百
二
十
一
番
、
六
千
百
二
十
一
番
一
か
ら
六
千
百
二
十
一
番
四
ま
で
、
六
千
百
二
十
一
番
六
、
六
千
百
二
十

一
番
十
及
び
六
千
百
二
十
一
番
十
一
並
び
に
京
泊
六
千
百
八
十
五
番
三
、
六
千
百
八
十
五
番
十
四
及
び
六
千
百

八
十
五
番
十
五
の
区
域

七
十
一

［
略
］

七
十
一
の
二

［
同
上
］

七
十
一
の
二

［
略
］

七
十
一
の
三

［
同
上
］

［
七
十
二
～
七
十
五

略
］

［
七
十
二
～
七
十
五

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


